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(57)【要約】
【課題】給電ケーブルと給電部の接続部分の厚み寸法を
短くして樋体の外方への突出長さを抑制し、簡単な操作
で給電ケーブルを給電部に確実に接続する。
【解決手段】雨水を流すための樋体１と、この樋体１の
表面に重複されるアンテナ部２を有する金属板３と、前
記アンテナ部２に設けた給電部９とを備える。前記給電
部９に一対の差込孔６を形成する。この一対の差込孔６
に止め金具８の両側片１５を差し込んで前記両側片１５
で給電ケーブル１１の導電部７を保持させる。前記給導
電部７を前記金属板３に接触させるか、又は、前記止め
金具８の中央片１４を前記金属板３に接触させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雨水を流すための樋体と、この樋体の表面に重複されるアンテナ部を有する金属板と、
前記アンテナ部に設けた給電部とを備え、
　前記給電部に一対の差込孔を形成し、この一対の差込孔に止め金具の両側片を差し込ん
で前記両側片で給電ケーブルの導電部を保持させ、前記導電部を前記金属板に接触させる
か、又は、前記止め金具の中央片を前記金属板に接触させることを特徴とするアンテナ付
き樋。
【請求項２】
　前記給電ケーブルが同軸ケーブルよりなり、前記一対の給電部のうち前記一方の給電部
側に差し込んだ前記止め金具の前記両側片を前記同軸ケーブルの芯線部に接触させ、前記
一対の給電部のうち前記他方の給電部側に差し込んだ前記止め金具の前記両側片を前記同
軸ケーブルの外側導電線に接触させることを特徴とする請求項１記載のアンテナ付き樋。
【請求項３】
　前記両側片間の最も離れた部位間の距離が、前記一対の差込孔間の距離より長いことを
特徴とする請求項１又は請求項２記載のアンテナ付き樋。
【請求項４】
　前記両側片を前記導電部の外周に沿って折り曲げて密着させることを特徴とする請求項
１乃至請求項３のいずれか一項に記載のアンテナ付き樋。
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナ付き樋に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、既に施工されている竪樋の外面にアンテナ部を取付ける技術が開示さ
れている。
【０００３】
　このアンテナ部は、半円筒状の折り返し部の側方に半円筒状の給電部を突出した導電体
からなるアンテナ素体を２枚組み合わせて構成される。
【０００４】
　アンテナ部は、既に施工されている竪樋の長手方向の中間部の外面側に、２枚のアンテ
ナ素体の折り返し部を配置し、ねじにより２枚のアンテナ素体を連結することで、竪樋に
取付ける。
【０００５】
　アンテナ部を竪樋外面側に取付けた状態で、半円筒状の給電部が竪樋の外面から側方に
突出する。この突出した給電部の突出先端には、端子板がねじ止めされており、端子板に
給電ケーブルの端部が接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１－１６８１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　特許文献１に示された従来例は以下の問題点がある。
【０００８】
　給電部、端子板が竪樋外面から側方に突出しているため、竪樋の外面から給電ケーブル
との接続部分までの突出距離が長くなり、竪樋としての外観を損ね、建物の価値が低下し
、また、給電部への給電ケーブルの接続部分に人や物が引っ掛かりやすい。
【０００９】
　また、ネジ止めで接続するので、接続作業が煩雑となる。また、ネジが緩むと接続が不
良となるおそれがある。
【００１０】
　本発明の目的は、給電ケーブルと給電部の接続部分の厚み寸法を短くして樋体の外方へ
の突出長さを抑制し、簡単な操作で給電ケーブルを給電部に確実に接続できるアンテナ付
き樋を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のアンテナ付き樋は、雨水を流すための樋体と、この樋体の表面に重複されるア
ンテナ部を有する金属板と、前記アンテナ部に設けた給電部とを備え、前記給電部に一対
の差込孔を形成し、この一対の差込孔に止め金具の両側片を差し込んで前記両側片で給電
ケーブルの導電部を保持させ、前記導電部を前記金属板に接触させるか、又は、前記止め
金具の中央片を前記金属板に接触させることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記給電ケーブルが同軸ケーブルよりなり、前記一対の給電部のうち前記一方の
給電部側に差し込んだ前記止め金具の前記両側片を前記同軸ケーブルの芯線部に接触させ
、前記一対の給電部のうち前記他方の給電部側に差し込んだ前記止め金具の前記両側片を
前記同軸ケーブルの外側導電線に接触させることが好ましい。
【００１３】
　また、前記両側片間の最も離れた部位間の距離が、前記一対の差込孔間の距離より長い
ことが好ましい。
【００１４】
　また、前記両側片を前記導電部の外周に沿って折り曲げて密着させることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、給電部と給電ケーブルとの接続部分の厚み寸法を短くし樋体の外方への突出
する突出長さを抑制でき、アンテナ付き樋としての外観を損なわず、接続部分に物や人が
引っ掛かるのを抑制することが可能となる。また、一対の差込孔に止め金具の両側片を差
し込んで前記両側片を給電ケーブルの導電部の外面に接触させ、前記止め金具の中央片を
金属板に接触させるので、ネジ締めをすることなく簡単な操作で給電ケーブルを給電部に
接続できる。またネジが緩んで接続が緩むおそれを回避することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態の要部拡大斜視図である。
【図２】同上の分解斜視図である。
【図３】同上の平面図である。
【図４】（ａ）は図４のＸ－Ｘ線の断面図であり、（ｂ）はＹ－Ｙ線の断面図である。
【図５】同上の一部省略全体斜視図である。
【図６】同上の一部破断した斜視図である。
【図７】同上に用いるアンテナ板を示し、（ａ）は表面側から見た斜視図であり、（ｂ）
は背面側から見た斜視図である。
【図８】同上に用いる取付部材の斜視図である。
【図９】同上の施工状態を示す側面図である。
【図１０】（ａ）は同上に用いる金属板の差込み孔部分の平面図であり、（ｂ）は断面図
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であり、（ｃ）は止め金具の正面図であり、（ｄ）は止め金具の側面図である。
【図１１】止め金具による外側導電線の接続順序を示し、（ａ）は差込孔に差し込んだ止
め金具に導電部を嵌め込んだ段階を示す平面図であり、（ｂ）は断面図である。
【図１２】止め金具による外側導電線の接続順序を示し、（ａ）はかしめ装置でかしめる
前の断面図であり、（ｂ）はかしめ装置でかしめた状態を示す断面図である。
【図１３】止め金具による外側導電線の接続状態を示し、（ａ）は平面図であり、（ｂ）
は断面図である。
【図１４】止め金具による芯線の接続状態を示す断面図である。
【図１５】本発明の他の実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　添付図面に基づいて一実施形態を説明する。
【００１８】
　アンテナ付き樋２２は、基本的構成要素として、雨水を流すための樋体１と、この樋体
１の外面に重複されるアンテナ板５を備える。
【００１９】
　添付図面の実施形態では、アンテナ付き樋２２は、更に、筒状をした樋体１を覆う外筒
部２３を備えることで二重筒構造となっており、また、長手方向の端部に、樋体１に連通
接続する接続体２４を備える。
【００２０】
　アンテナ板５は、金属板３にアンテナ部２を設けることで形成される。
【００２１】
　アンテナ部２は、導電性の縦長矩形状の薄い金属板３（金属箔も含まれる）に樋体１の
軸方向に沿って長く形成されたスロット２８を設けたスロットアンテナにより構成される
。
【００２２】
　図７の実施形態では、金属板３に形成するアンテナ部２にはスロット２８が上下方向に
複数並べて設けられており、隣接するスロット２８同士は細溝２５で接続されている。各
スロット２８は三角形の頂点を互いに突き合わせたようなボウタイ形状に形成されている
。
【００２３】
　アンテナ部２は、第一の周波数帯（例えば４７３～６００ＭＨｚ）の電波を受信する第
一の受信部２９と、第二の周波数帯（例えば６００～７２０ＭＨｚ）の電波を受信する第
二の受信部３０を有している。
【００２４】
　第一の受信部２９は、スロット２８及び当該スロット２８の周縁部により構成される。
第二の受信部３０は、このスロット２８に対し上下方向に隣接する鋼板部分により構成さ
れる。
【００２５】
　第一の受信部２９を構成するスロット２８の上下方向の長さは、前記第一の周波数帯内
の電波の電気的な半波長の長さと同じである。また、第二の受信部３０の周方向の長さは
、前記第二の周波数帯内の電波の電気的な半波長の長さと同じである。
【００２６】
　すなわち、第一の周波数帯内の中心周波数が５３６．５ＭＨｚであり、第一の周波数帯
内の電波の電気的な半波長λ／２は約２８ｃｍであることから、各スロット２８の上下方
向の長さは約２８ｃｍとなっている。また、第二の周波数帯の中心周波数が６６０ＭＨｚ
であり、第二の周波数帯内の電波の電気的な半波長λ／２は約２３ｃｍであることから、
第二の受信部３０の周方向の長さは約２３ｃｍとなっている。
【００２７】
　添付図面に示す実施形態では金属板３のスロット２８の両側の三角形の頂点部分がそれ
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ぞれ給電部９となっている。
【００２８】
　両給電部９にはそれぞれ図２に示すように、一対の差込孔が形成される。
【００２９】
　給電部９には給電ケーブル１１が接続される。
【００３０】
　給電部９に接続する給電ケーブル１１は同軸ケーブルにより構成され、図２に示すよう
に、内側の芯線３２の外側を芯線外皮部３３で覆い、芯線外皮部３３の外周を編線よりな
る外側導電線３４で覆い、更に外側導電線３４を外側外皮部３５で覆うことで構成される
。
【００３１】
　給電ケーブル１１の端部は、外側外皮部３５を除去して外側導電線３４の端部が露出し
た部分が導電部７として形成され、更に、外側導電線３４の端部より突出して芯線外皮部
３３が露出する部分が形成され、更に、芯線外皮部３３の端部より芯線３２が突出するす
る部分が他の導電部７として形成される。
【００３２】
　給電ケーブル１１の芯線３２、外側導電線３４はそれぞれ一対の給電部９に止め金具８
により接続される。
【００３３】
　止め金具８は、弾性を有する黄銅板、ステンレス板等の金属材により形成され、図２、
図１０（ｃ）、（ｄ）に示すように中央片１４の両端からそれぞれ中央片１４に対して側
片１５を突出して略コ字状又は略Ｃ字状に形成される。
【００３４】
　図１０において、止め金具８の両側片１５の突出基部間の距離をＡ、両側片１５の突出
先端間の距離をＢ、両側片１５の突出方向の略中央部間の距離をＣ、止め金具８の巾をＥ
、一対の差込孔間の距離をＦ、差込孔の長さをＧとすると、Ａ≒Ｂ≒Ｆ、Ｇ＞Ｅ、Ｃ＞Ｆ
となっている。
【００３５】
　止め金具８は、芯線止め金具１３と、外側導線止め金具１２の２種類があり、芯線止め
金具１３と芯線止め金具１３が差し込まれる一対の差込み孔の各寸法関係、外側導線止め
金具１２と外側導線止め金具１２が差し込まれる差込み孔の各寸法関係は、上記の寸法関
係となっている。
【００３６】
　給電ケーブル１１の外側導電線３４を一方の給電部９に外側導電線止め金具１２で接続
するには以下のようにして接続される。
【００３７】
　すなわち、外側導電線止め金具１２の両側片１５を一方の給電部９に設けた一対の差込
み孔に差し込む。この場合、両側片１５は弾性変形しながら差し込まれ、差し込んだ状態
ではＣ＞Ｆなので、外側導電線止め金具１２が差込み孔から不用意に抜けないように保持
される。
【００３８】
　次に、図１１のように、両側片１５間に外側導電線３４を嵌め込む。次に、図１２（ａ
）のように、かしめ装置１６のかしめダイ１７に設けた位置決め部１８に中央片１４を位
置決めするようにセットし、図１２（ｂ）のようにかしめ装置１６のかしめパンチ１９を
下降させ、両側片１５を導電部７である外側導電線３４の外周に沿って折り曲げて密着さ
せる。これにより外側導電線３４が両側片１５により保持され、外側導電線３４が金属板
３に接触させられると共に外側導線止め金具１２の中央片１４が金属板３に接触させられ
、電気的、機械的に接続される。
【００３９】
　なお、金属板３との電気的接続は、前述の例のように、金属板３に対して外側導電線３
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４と中央片１４が電気的に接触するものだけに限定されず、金属板３に外側導電線３４の
みが電気的に接触させられたり、あるいは、金属板に中央片１４のみが電気的に接触させ
られたりしてもよい。
【００４０】
　また、図１３（ｂ）の寸法Ｊは、止め金具８の肉厚をＤ、金属板３の肉厚をＨ、外側導
電線３４の外径をＫとすると、Ｊ＝２Ｄ＋Ｈ＋Ｋとなり、きわめて短い寸法となり、外側
外皮部３５の外径とほぼ等しくなる。
【００４１】
　給電ケーブル１１の芯線３２を他方の給電部９に芯線止め金具１３で接続するには、前
述の外側導電線３４接続と同様にして行われ、図１４のように電気的、機械的に接続され
る。
【００４２】
　図１４における寸法Ｍは、芯線３２の径が外側導電線３４の径よりも短いので、図１３
（ｂ）の寸法Ｊよりも短い寸法となる。
【００４３】
　このように、接続することで、接続に当ってネジ締めが不要になり生産性を向上するこ
とが可能となる。また、ネジ締めのためのビスやナットが不要となり、コストダウンが測
れる。更に、ネジ締めでなく、かしめ固定することで、振動などによるネジの緩みながな
く接続不良を抑制し、信頼性を向上させることができる。
【００４４】
　また、接続部の寸法（図１３（ｂ）の寸法Ｊ、図１４の寸法Ｍ）を短くでき、特に、寸
法Ｊを外側外皮部３５の外径とほぼ等しくできる。
【００４５】
　前記のように、給電ケーブル１１を接続した状態のアンテナ板５は、水平断面Ｃ字状又
は多角形状となるよう上下方向に一様に湾曲させて円筒状又は角筒状をした樋体１の外周
面に巻いて重ね、接着や取付部材３１を用いて取付けられる。
【００４６】
　添付図面に示す実施形態は、図８に示すような取付部材３１を用いて図５、図６に示す
ように取付けた例を示している。
【００４７】
　前述のように給電部９に機械的、電気的に接続された給電ケーブル１１は樋体１の外面
に巻付けられたアンテナ板５の外面に樋体１の軸方向に沿って配置される。
【００４８】
　軸方向に沿って配置するに当っては、スロット２８を避けて配置される。
【００４９】
　アンテナ板５を樋体１の外周面に取付けるための取付部材３１は、非導電性の合成樹脂
のような非導電性材料により形成されている。また、図８のように、取付部材３１は、一
対の半体３８の一端部同士を軸受部３９で回動自在に連結して構成され、一対の半体３８
の他端部の係止部４０と被係止部４１が係止自在となっている。
【００５０】
　取付部材３１は、給電ケーブル１１のアンテナ板５に対する位置を保持するケーブル保
持部４２を備え、このケーブル保持部４２に給電ケーブル１１が保持される。
【００５１】
　また、各取付部材３１は、径外方向に突出する複数の突出部を有する。本実施形態の取
付部材３１は、軸受部３９と、係止部４０及び被係止部４１と、ケーブル保持部４２との
計４箇所の突出部を有する。突出部は周方向に等間隔で配置されており、すなわち９０°
ごとに径外方向に突出する。
【００５２】
　外周にアンテナ板５を巻いた樋体１に外筒部２３を被せることで、二重筒構造のアンテ
ナ付き樋２２が構成される。
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【００５３】
　外周にアンテナ板５を巻いた樋体１に外筒部２３を被せると、取付部材３１に突出部を
設けているので、外筒部２３の略中心に樋体１と樋体１に設けられたアンテナ板５の中心
が配置されると共に、外筒部２３の内周面に当接又は近接対向するようになる。
【００５４】
　給電ケーブル１１の導電部７と給電部９との接続部は外筒部２３により覆われ、また、
給電ケーブル１１は、樋体１の外周に巻いたアンテナ板５の外面と外筒部２３との間に配
置される。
【００５５】
　ここで、図１３（ｂ）の寸法Ｊが短い（外側外皮部３５の外径とほぼ等しい）ので、ア
ンテナ板５の外面と外筒部２３との間の隙間寸法は、給電ケーブル１１を配置するために
必要な寸法を確保すれば、隙間内に導電部７と給電部９との接続部を十分納めることがで
きる。
【００５６】
　これにより外筒部２３の径を小さくすることが可能で、コストを低下でき、また、二重
筒構造のアンテナ付き樋２２の外観がよくなる。
【００５７】
　なお、給電ケーブル１１の芯線３２は外側導電線３４よりも径が小さいので、芯線３２
の接続に当っては、芯線止め金具１３を用いることなく、ビスとナットを用いたネジ式で
接続することも可能である。この場合、芯線３２の接続部分の厚み寸法を短くすることが
可能である。
【００５８】
　また、導電部７と給電部９との接続部が外筒部２３で覆われることで、接続部分を保護
できて、接続部分に物や人が引っ掛かったりせず、また、外気、太陽光、雨水から接続部
分を保護することが可能となり、信頼性が向上する。
【００５９】
　二重筒構造のアンテナ付き樋２２は、長手方向の端部に、接続体２４が備えられ、上下
の接続体２４に樋体１と、外筒部２３の上下方向の両端部が接続され、上下の接続体２４
は樋体１に連通する。
【００６０】
　樋体１の軸方向に沿った給電ケーブル１１は、接続体２４に設けた引出部４３に至り、
給電ケーブル１１の端部に設けた接続具４４が引出部４３を構成する孔に嵌め込んで取付
けられる。
【００６１】
　接続具４４には、テレビ側ケーブル４５の端部に設けた接続具が電気的に接続される。
このテレビ側ケーブル４５は、建物４６の外壁４７や軒天井４８から建物内に導入され、
既存の建物４６内のテレビ側に接続される。
【００６２】
　図９は、アンテナ付き樋２２が竪樋の一部として用いられた例を示している。図９にお
いて、符号４９は軒樋、５０は集水器、５１はエルボ、５２は呼び樋、５３は一般の竪樋
を示している。
【００６３】
　アンテナ付き樋２２を竪樋の一部として用いる場合、アンテナ付き樋２２の接続体２４
を一般の竪樋５３やエルボ５１に接続し、筒状をした樋体１内に雨水を流す。
【００６４】
　接続の際、アンテナ付き樋２２を軸芯を中心に回転して、アンテナ部２を最も強い受信
方向に向ける。
【００６５】
　なお、アンテナ部２を有する金属板３の表裏両面又は表面を電気的絶縁性を有する被覆
フィルム４を積層してアンテナ板５を形成してもよい。
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【００６６】
　金属板３の表裏両面に被覆フィルム４を積層したアンテナ板５の場合は、図１５のよう
に、表裏両面又は片面の被覆フィルム４の給電部に対応する部位を除去して金属板３を露
出させ、この露出面２０に導電部７又は止め金具８の中央片１４を電気的に接触させる。
【００６７】
　金属板３の表面に被覆フィルム４を積層したアンテナ板５の場合は、給電部９の裏面が
露出しているので、この露出面２０に止め金具８の中央片１４を電気的に接触させる。
【００６８】
　このように、金属板３の表裏両面に被覆フィルム４を積層することで、金属板３を保護
でき、金属板３の錆の発生を抑制でき、アンテナ性能が劣化するのを抑制できる。
【００６９】
　前述の実施形態においては、外筒部２３を設けた例で説明したが、外筒部２３を設けな
いものであってもよい。
【００７０】
　外筒部２３を設けない場合、前述のように金属板３を被覆フィルム４で覆ったアンテナ
板５においては、金属板３は雨水、外気、太陽光にさらされず、アンテナ部２の劣化を抑
制できる。
【００７１】
　また、この場合も、導電部７と給電部９との接続部の厚さ方向の寸法を短くでき、樋体
１の外面からの突出長さを短くでき、接続部分に人や物が引っ掛かるのが抑制される。
【符号の説明】
【００７２】
　１　樋体
　２　アンテナ部
　３　金属板
　６　差込孔
　７　導電部
　８　止め金具
　９　給電部
　１４　中央片
　１５　側片
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